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伊 丹 市 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ２ 年 伊 丹  

市 条 例 第   号 ）  

伊 丹 市 営 住 宅 条 例 （ 平 成 ９ 年 伊 丹 市 条 例 第 ３ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の  

よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 中 第 ６ 号 を 削 り ， 第 ７ 号 を 第 ６ 号 と し ， 第 ８ 号 を 第 ７ 号 と  

し ， 第 ９ 号 を 第 ８ 号 と す る 。  

第 １ ５ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

第 １ ５ 条  削 除  

第 ２ １ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

第 ２ １ 条  削 除  

第 ２ ４ 条 第 １ 項 中 「 ， 第 ２ ０ 条 の ２ 及 び 第 ２ １ 条 」 を 「 及 び 第 ２  

０ 条 の ２ 」 に 改 め る 。  

第 ３ ５ 条 第 ２ 項 を 削 り ， 同 条 第 ３ 項 中 「 第 １ 項 又 は 」 を 削 り ， 同  

項 を 同 条 第 ２ 項 と し ， 同 条 第 ４ 項 中 「 及 び 第 ２ 項 」 を 削 り ， 同 項 を  

同 条 第 ３ 項 と し ， 同 条 第 ５ 項 か ら 第 ７ 項 ま で を 削 る 。  

第 ３ ８ 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 及 び 単 独 市 営 住 宅 」 を 削 る 。  

第 ４ ２ 条 第 １ 項 中 「 及 び 単 独 市 営 住 宅 」 及 び 「 及 び 第 ２ １ 条 」 を

削 り ， 「 市 営 住 宅 を 」 を 「 当 該 改 良 市 営 住 宅 を 」 に 改 め ， 同 条 第 ２

項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

２  前 項 の 割 増 賃 料 の 額 は ， 当 該 改 良 市 営 住 宅 の 家 賃 に 住 宅 地 区 改

良 法 施 行 令 （ 昭 和 ３ ５ 年 政 令 第 １ ２ ８ 号 ） 第 １ ３ 条 の ２ の 規 定 に

よ り 読 み 替 え て そ の 例 に よ る こ と と さ れ て い る 旧 令 第 ６ 条 の ２ 第

２ 項 の 表 第 ２ 種 公 営 住 宅 の 項 の 中 欄 に 定 め る 区 分 に 応 じ て ， そ れ

ぞ れ 下 欄 に 定 め る 倍 率 の 範 囲 内 に お い て 規 則 で 定 め る 率 を 乗 じ て

得 た 額 と す る 。  

第 ５ ４ 条 第 １ 項 第 ５ 号 中 「 ， 第 ２ 項 」 を 削 り ， 「 第 ４ 項 」 を 「 第  

３ 項 」 に 改 め る 。  

付 則 中 第 ４ 項 を 削 り ， 第 ５ 項 を 第 ４ 項 と し ， 第 ６ 項 か ら 第 １ １ 項  

ま で を １ 項 ず つ 繰 り 上 げ る 。  

付  則  
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（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。   

 （ 伊 丹 市 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 の  

一 部 改 正 ）  

２  伊 丹 市 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 （  

平 成 ２ ７ 年 伊 丹 市 条 例 第 ５ ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 第 １ 市 長 の 項 第 ２ 号 中 「 及 び 第 ６ 号 」 を 削 り ， 「 市 営 住 宅  

及 び 同 条 第 ７ 号 」 を 「 特 定 市 営 住 宅 及 び 同 条 第 ６ 号 」 に 改 め る 。  

別 表 第 ２ ⑴ 市 長 の 項 第 ４ 号 中 「 及 び 第 ６ 号 」 を 削 り ， 「 市 営 住  

宅 及 び 同 条 第 ７ 号 」 を 「 特 定 市 営 住 宅 及 び 同 条 第 ６ 号 」 に 改 め ，  

同 項 第 ９ 号 中 「 及 び 第 ６ 号 」 を 削 り ， 「 市 営 住 宅 の 」 を 「 特 定 市  

営 住 宅 の 」 に 改 め ， 同 表 ⑵ 市 長 の 項 第 ２ 号 中 「 及 び 第 ６ 号 」 を 削  

り ， 「 市 営 住 宅 及 び 同 条 第 ７ 号 」 を 「 特 定 市 営 住 宅 及 び 同 条 第 ６  

号 」 に 改 め る 。  

 （ 伊 丹 市 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

３  伊 丹 市 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ２ 年 伊 丹 市 条 例

第 ４ ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  付 則 第 ９ 項 の 改 正 規 定 及 び 付 則 第 ２ 項 中 「 付 則 第 ９ 項 」 を 「 付

則 第 ８ 項 」 に 改 め る 。  
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